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• 個人情報保護は企業にとって最も今日的な課題の
一つであるが、唯一単独のものでは無く他のデジタ
ル変革上の課題と密に連携しながらその中で中心
に位置している。

2



今日から変わること（プライバシーポリシー改訂の嵐）

• 欧州企業だけではなく、英国、米国、グローバル企業からも

• 5ちゃんねるがEUからのアクセスを制限か？
• Godaddy 改訂プライバシーポリシー
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http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1526912250/
https://jp.godaddy.com/agreements/showdoc.aspx?pageid=PRIVACY&isc=rp8434a&utm_source=gdredpoint&utm_medium=email&utm_campaign=en-US_x_email_base_gd&utm_content=180425_4099_x_x_x_x_rp8434a_71tbEKMRxfguw2FnpWutBw


今、全てが動いている

• 始まりはOECD Privacy Principles in 1980 - 2013に
改定された

• 台湾 March 2016, トルコ April 2016, インドネシア
Dec 2016, 日本 May 2017, 中国 Jun 2017, AU Feb 
2018, EU May 2018 …. rumor in Thailand

• 次の手は? … “計測と分析”および “相互運用性”
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JISAパブリックポリシー部会からの個人情報
保護委員会GDPRガイドライン意見案
• 意見募集ページ(5/25まで)

http://search.e-
gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME
=PCMMSTDETAIL&id=240000050&M
ode=0

• JISAパブリックポリシー部会（委員
会）ではJIPDECやJEITAとともに、欧州
の規制強化に対応する活動を2014
年から継続してきている

• 2018年5月末をめどに、日本とEUの
間で双方向の個人情報保護に関す
る規制の相互認定が行われる見込
み

• これに伴って日本国内の企業でEU
市民の個人情報を取り扱う可能性
のあるものは、パブコメ募集中のこ
のガイドラインに沿った措置を取る
必要がある

（パブリックポリシー部会意見案―骨子）

• 個人情報保護委員会と欧州の間の交渉
の結果、相互に個人データの流通の法
的基盤が整合することは、プロセッサ企
業の集まりとして大いに利便を得ること
ができるので歓迎したい。

• 日本企業から見ると欧州のルール運用
の実際の関しては不確定な部分があり、
これが顧客企業及びプロセッサ企業に
とって、ビジネス上の過大なリスクとなら
ないようにしたい。

• 今後もJISAの持つ国際政策議論のネット

ワークを活用してルールを遵守して日本
国民、EU市民の双方の個人情報保護レ

ベルを実質的に高めるために、ルールの
執行状況や様々なノウハウの活用の共
有に向けて、個人情報保護委員会に置
いても助力をお願いしたい。

5



日本の産業界とGDPR
• 日本の欧州ビジネスをタイプ分けすると・・・

• 消費者向けビジネス — JBCE傘下の主に製造業, 家電, 
製薬科学,服飾 ….

• B2B, B2G ビジネスは雇用者の個人情報が鍵 産業用
機械、公共インフラ ....

• 研究開発拠点はデータ分析(AI, IoT) … バイオ産業, 製
薬, AI ….

• 域外適用 … 個人輸入、サービス購入, EUのインバウン
ド訪日客
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日本の産業界とGDPR
• JEITA/JIPDEC/JISA のブラッセル共同ミッショ
ン
• DGJ、各加盟国代表部、ビジネス協会、企業（米
国含む）訪問 since 2013

• ミッションの設問
• 雇用者の個人情報を日本の本社で扱う際の制約

• 域外適用の現実的な執行

• EU’s プライバシー認証制度と制裁金減免効果

• 日本のデータプロセッサーの扱い
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日本の産業界とGDPR
• GDPR施行の日本企業から見た課題点

• 保護対象となる「個人データ」の範囲（顧客、従業員、旅行者・・・）

• EU代理人を選任する義務(第27条)
• 説明責任(第5条)...管理者は、個人データ処理の原則の遵守に責
任を負い、遵守を実証する必要がある。

• 管理者による処理行為の記録保持義務(第30条第1項)
• 処理者による処理行為の記録保持義務(第30条第2項)
• データ保護影響評価 / 事前相談(第35条・第36条)
• データ保護責任者(DPO)(第37条-第39条)意義、任務、選任、地位

• データ主体の権利への対応(第12条第1項-第22条)
• データポータビリティの権利(第20条)および自動化された個人の判
断（プロファイリングなど）に関する権利(第22条)
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日本の産業界とGDPR
• コスト削減効果を期待

• 標準契約条項(SCC)の締結・更新コスト (各契約毎に数百万
円以上)

• 拘束的企業準則(BCR)のコストと労力 (12-24ヶ月を要し、数
千万円以上)

• リスクへの対応効果を期待
• 課徴金を軽減する効果

• 訴訟リスク軽減する効果

• 企業の「個人情報保護力」をアピール

• 企業競争力の比較優位を確保
• コンプライアンス面でブランド力向上

• 社会的責任(CSR)上の意味
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日本の産業界とGDPR
• GDPRでの十分性は最終ゴールではない

• GDPR 十分性はEUからの個人情報越境移転を合法化
するプロセスに過ぎない

• 漏洩が起こったり、訴訟を起こされたりすると「十分性」
は無力

• 他の方法で訴訟リスクなどに対応する必要がある
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日本の企業から見たCBPR
• 日本のアジアビジネス

• オフショアアウトソーシング (CN, VN, ID, SG ….)
• 巨大なB2B市場とB2C市場

• 既存の国内認証制度との調整は日本だけの課題では
ない

• 韓国、台湾、日本等では既に既存の認証制度がある

• ワンストップ統合認証制度が求められる（特に中小企業）

• 短期的利点と長期的利点（ネットワーク効果のあと）を
明らかにする必要

• 企業ブランドと競争力強化

• コストとリスクの削減
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日本の企業から見たCBPR
• CBPRの対象拡大

• より多くのAPECエコノミー

• APEC外(IN, UK….)
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(5/15 OECDパリ個人情報保護法制相互
運用性ラウンドテーブル)

• 2016メキシコ・カンクンでのOECDデジタル閣僚
会議で、NPS, National Privacy Strategiesを効果
的に捉えていくことの重要性が指摘された

• 2017のG20閣僚宣言においても、各国における

要求の違いを考慮しながらも、異なるフレーム
ワークの間の相互運用性を確保することの重
要性が記載された

• データ主体からの見方としては、GDPRにおい

てもデータポータビリティが権利として規定され
ていて、異なるサービスの間の移行に際して支
障なく個人データへのアクセスが継続すること
が保証されないとならない

• CBPR、GDPRなど越境データ流通と域外適用に

ついて影響力を持つフレームワークについて
念頭におきながら2018年11月の次のOECDデ
ジタル経済委員会でNPSと相互運用性に関す
るレポートを提出する
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